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令和６ 年１ ２ 月１ ８ 日（ 水）  

１ ３ 時４ ５ 分 

 

於： 女性第一・ 第二研修室  
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     議事日程     令和６ 年１ ２ 月１ ８ 日（ 木） １ ３ 時４ ５ 分   

女性第一・ 第二研修室 

 

１  開 会 

２  会議成立の宣告  

３  会議録署名者の指名 

４  会議の公開等について 

５  議案審査順 

公開予定（ 案）  

定第３ ８ 号議案 鹿児島市立美術館条例施行規則一部改正の件 

定第３ ９ 号議案 鹿児島市図書館条例施行規則一部改正の件 

報告事項( 1)    桜島学校の開校時期について 

報告事項( 2)    市議会関係の審議等について 

報告事項( 3)    教育委員会関係の主な行事について 

非公開予定（ 案）  

定第４ ０ 号議案 令和６ 年度鹿児島市学校医、 学校歯科医及び学校薬剤師等の教育委員

会表彰の件 

６  その他  

７  閉 会 
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定第３ ８ 号議案 

 

   鹿児島市立美術館条例施行規則一部改正の件 

 

鹿児島市立美術館条例施行規則の一部を 別紙のと おり 改正する 。  

 

   令和６ 年１ ２ 月１ ８ 日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿児

島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事務補

助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を除き 、 そ

の権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任する 。  

 ( 1)  略す 

 ( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

 ( 3) ～( 20)  略す 
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鹿児島市立美術館条例施行規則の一部を 改正する 規則 

     

第９ 条第１ 項に次のただし 書を 加える 。  

ただし 、 公共施設予約シス テム（ 以下「 予約シス テム 」 と いう 。 ） によ り 使用許可の申請

を し た者は、 使用許可申請書を 提出し たも のと みなす。  

第９ 条第３ 項に次のただし 書を 加える 。  

ただし 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請をし たと き は、 教育委員会は使用許

可書の交付に代えて予約シス テムによ り 使用の許可を 通知する こ と ができ る 。  

第９ 条に次の１ 項を 加える 。  

４  前項ただし 書の規定によ り 予約シス テムによ り 使用の許可を通知さ れた者は、 施設の使用

に際し 、 携帯電話等で予約シス テムの当該通知の画面を提示し なければなら ない。  

第１ ０ 条第１ 項に次のただし 書を 加える 。  

ただし 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請をし たと き は、 使用許可書の添付を

省略する こ と ができ る 。  

第１ ６ 条第１ 項中「 使用料は、 」 の次に「 第９ 条第１ 項ただし 書に規定する 予約シス テムに

よ り 使用許可の申請を し た場合は使用前ま でに、 その他の場合は」 を 加える 。  

付 則 

こ の規則は、 令和７ 年１ 月１ 日から 施行する 。  

 

 

 

（ 改正理由）  

公共施設予約シス テム の導入に伴い、 関係条文の整備を行う も のである 。  
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鹿児島市立美術館条例施行規則( 昭和６ ０ 年教育委員会規則第２ 号) 新旧対照表 

                                                             は改正部分 

現 行 改 正 後 備考 

( 施設等の使用)  

第９ 条 条例第６ 条の規定によ り 施設等の使用許可を 受けよ う と

する 者は、 鹿児島市立美術館施設等使用許可申請書( 様式第１ 。

以下「 使用許可申請書」 と いう 。 ) を教育委員会に提出し なけれ

ばなら ない。  

 

 

２  （ 略）  

３  教育委員会は、 施設等の使用許可をし たと き は、 鹿児島市立

美術館施設等使用許可書( 様式第２ 。以下「 使用許可書」と いう 。)

を 交付する も のと する 。  

 

 

 

 

 

 

（ 使用許可の変更）  

第１ ０ 条 条例第６ 条前段に規定する 使用許可を 受けた者( 以下

「 使用者」 と いう 。 ) が、 同条後段によ り 許可を 受けた事項を 変

更し よ う と する と き は、 鹿児島市立美術館施設等使用許可変更

申請書( 様式第３ ) に使用許可書を 添えて直ちに教育委員会に提

出し 、 その許可を 受けなければなら ない。  

 

 

２  （ 略）  

 

 

 

 

 

( 施設等の使用)  

第９ 条 条例第６ 条の規定によ り 施設等の使用許可を 受けよ う と

する 者は、 鹿児島市立美術館施設等使用許可申請書( 様式第１ 。

以下「 使用許可申請書」 と いう 。 ) を 教育委員会に提出し なけれ

ばなら ない。 ただし 、 公共施設予約シス テム（ 以下「 予約シス テ

ム」 と いう 。 ） によ り 使用許可の申請を し た者は、 使用許可申請

書を 提出し たも のと みなす。  

２  （ 略）  

３  教育委員会は、 施設等の使用許可を し たと き は、 鹿児島市立

美術館施設等使用許可書( 様式第２ 。以下「 使用許可書」と いう 。)

を 交付する も のと する 。 ただし 、 申請者が予約シス テム によ り

使用許可の申請を し たと き は、 教育委員会は使用許可書の交付

に代えて予約シス テム によ り 使用の許可を 通知する こ と ができ

る 。  

４  前項ただし 書の規定によ り 予約シス テムによ り 使用の許可を

通知さ れた者は、 施設の使用に際し 、 携帯電話等で予約シス テ

ムの当該通知の画面を 提示し なければなら ない。  

 （ 使用許可の変更）  

第１ ０ 条 条例第６ 条前段に規定する 使用許可を 受けた 者( 以下

「 使用者」 と いう 。 ) が、 同条後段によ り 許可を 受けた事項を 変

更し よ う と する と き は、 鹿児島市立美術館施設等使用許可変更

申請書( 様式第 3) に使用許可書を 添えて直ちに教育委員会に提

出し 、その許可を 受けなければなら ない。ただし 、申請者が予約

シス テム によ り 使用許可の申請を し たと き は、 使用許可書の添

付を 省略する こ と ができ る 。  

２  （ 略）  

 

 

 

 

 

 

た だ し 書 き の

追加（ 使用許可

申請 書の 提出

の省略）  

 

 

 

た だ し 書 き の

追加（ 使用許可

書の 交付 の 省

略）  

 

 

予約 画面 の 提

示記載の追加 

 

 

た だ し 書 き の

追加（ 使用許可

書の 添付 の 省

略）  
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現 行 改 正 後 

（ 使用料及び手数料の納付）  

第１ ６ 条 使用料は、 使用許可の際納付する も のと する 。 ただ 

し 、 教育委員会が特に必要と 認める と き は、 教育委員会が定め

る 期日ま でに納付する こ と ができ る 。  

 

 

２  （ 略）  

 

（ 使用料及び手数料の納付）  

第１ ６ 条 使用料は、 第９ 条第１ 項ただし 書に規定する 予約シス  

テム によ り 使用許可の申請を し た場合は使用前ま でに、 その他

の場合は使用許可の際納付する も のと する 。ただし 、教育委員会

が特に必要と 認める と き は、 教育委員会が定める 期日ま でに納

付する こ と ができ る 。  

２  （ 略）  

 

 

使用 料の 納付

時期の追加 
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定第３ ９ 号議案 

 

   鹿児島市図書館条例施行規則一部改正の件 

 

鹿児島市図書館条例施行規則の一部を 別紙のと おり 改正する 。  

 

   令和６ 年１ ２ 月１ ８ 日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務及び鹿児

島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下「 教育委員会事務補

助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行さ せる 事務を除き 、 そ

の権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と いう 。 ） に委任する 。  

 ( 1)  略す 

 ( 2)  教育委員会規則その他教育委員会の定める 規程の制定又は改廃に関する こ と 。  

 ( 3) ～( 20)  略す 
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  鹿児島市図書館条例施行規則の一部を 改正する 規則 

                                     

第１ ９ 条第１ 項に次のただし 書を 加える 。  

 ただし 、 公共施設予約シス テム（ 以下「 予約シス テム」 と いう 。 ） によ り 使用許可の申請

を し た者は、 使用許可申請書を 提出し たも のと みなす。  

第２ １ 条に次のただし 書を加える 。  

ただし 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請をし たと き は、 教育委員会は使用許

可書の交付に代えて予約シス テムによ り 使用の許可を 通知する こ と ができ る 。  

 第２ １ 条に次の１ 項を加える 。  

２  前項ただし 書の規定によ り 予約シス テムによ り 使用の許可を通知さ れた者は、 施設の使用

に際し 、 携帯電話等で予約シス テムの当該通知の画面を提示し なければなら ない。  

 第２ ２ 条第１ 項に次のただし 書を加える 。  

  ただし 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請を し たと き は、 使用許可書の添付を

省略する こ と ができ る 。  

 第２ ３ 条に次のただし 書を 加える 。  

  ただし 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請を し たと き は、 使用許可書の添付を

省略する こ と ができ る 。  

付 則 

 こ の規則は、 令和７ 年１ 月１ 日から 施行する 。  

  

 

 

（ 改正理由）  

公共施設予約シス テム の導入に伴い、 関係条文の整備を行う も のである 。  
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鹿児島市図書館条例施行規則（ 平成２ 年教育委員会規則第８ 号） 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１ 条～第１ ８ 条 略す 

( 使用許可の申請等)  

第１ ９ 条 条例第4条の7第1項の規定によ り 施設等の使

用許可を受けよ う と する 者は、 鹿児島市立天文館図書

館施設等使用許可申請書( 様式第9。 以下「 使用許可申

請書」 と いう 。 ) を 、 教育委員会に提出し なければな

ら ない。  

 

 

 

第１ ９ 条第２ 項～第２ ０ 条 略す 

( 使用許可書の交付)  

第２ １ 条 教育委員会は、 提出さ れた使用許可申請書を

審査し 、 適当と 認めたと き は、 申請の順位に従って使

用を 許可し 、 鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可

書( 様式第10。 以下「 使用許可書」 と いう 。 ) を 申請者

に交付する 。  

 

 

 

 

 

 

第１ 条～第１ ８ 条 略す 

( 使用許可の申請等)  

第１ ９ 条 条例第4条の7第1項の規定によ り 施設等の使

用許可を 受けよ う と する 者は、 鹿児島市立天文館図書

館施設等使用許可申請書( 様式第9。 以下「 使用許可申

請書」 と いう 。 ) を 、 教育委員会に提出し なければな

ら ない。 ただし 、 公共施設予約シス テム（ 以下「 予約

シス テム」 と いう 。 ） によ り 使用許可の申請を し た者

は、 使用許可申請書を 提出し たも のと みなす。  

第１ ９ 条第２ 項～第２ ０ 条 略す 

( 使用許可書の交付)  

第２ １ 条 教育委員会は、 提出さ れた使用許可申請書を

審査し 、 適当と 認めたと き は、 申請の順位に従って使

用を 許可し 、 鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可

書( 様式第10。 以下「 使用許可書」 と いう 。 ) を 申請者

に交付する 。 ただし 、 申請者が予約シス テム によ り 使

用許可の申請をし たと き は、 教育委員会は使用許可書

の交付に代えて予約シス テム によ り 使用の許可を通知

する こ と ができ る 。  

２  前項ただし 書の規定によ り 予約シス テムによ り 使

用の許可を通知さ れた者は、 施設の使用に際し 、 携帯

電話等で予約シス テムの当該通知の画面を 提示し なけ

ればなら ない。  

 

 

ただし 書の追加（ 使用許可申

請書の提出の省略）  

 

 

 

 

 

 

 

ただし 書の追加（ 使用許可書

の交付の省略）  

 

 

 

 

 

予約画面の提示記載の追加 
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現行 

 

( 使用許可の変更申請等)  

第２ ２ 条 条例第4条の7第1項の規定によ り 使用者が使

用許可を受けた事項を 変更し よ う と する と き は、 鹿児

島市立天文館図書館施設等使用許可変更申請書( 様式

第11) に使用許可書を添えて教育委員会に提出し 、 そ

の許可を受けなければなら ない。  

 

 

第２ ２ 条第２ 項 略す 

( 使用許可の取消し )  

第２ ３ 条 使用者が使用許可の取消し を 申請し よ う と す

る と き は、 鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可取

消申請書( 様式第13) に使用許可書を 添えて教育委員会

に提出し 、 その許可を 受けなければなら ない。  

 

 

第２ ４ 条～第３ ３ 条 略す 

改正案 

 

( 使用許可の変更申請等)  

第２ ２ 条 条例第4条の7第1項の規定によ り 使用者が使

用許可を 受けた事項を 変更し よ う と する と き は、 鹿児

島市立天文館図書館施設等使用許可変更申請書( 様式

第11) に使用許可書を添えて教育委員会に提出し 、 そ

の許可を 受けなければなら ない。 ただし 、 申請者が予

約シス テムによ り 使用許可の申請を し たと き は、 使用

許可書の添付を省略する こ と ができ る 。  

第２ ２ 条第２ 項 略す 

( 使用許可の取消し )  

第２ ３ 条 使用者が使用許可の取消し を申請し よ う と す

る と き は、 鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可取

消申請書( 様式第13) に使用許可書を 添えて教育委員会

に提出し 、 その許可を 受けなければなら ない。 ただ

し 、 申請者が予約シス テムによ り 使用許可の申請をし

たと き は、 使用許可書の添付を省略する こ と ができ

る 。  

第２ ４ 条～第３ ３ 条 略す 

備考 

 

ただし 書の追加（ 使用許可書

の添付の省略）  

 

 

 

 

 

 

 

ただし 書の追加（ 使用許可書

の添付の省略）  
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桜島学校の開校時期について 

 

１ ． 概 要 

桜島学校の新築本体工事の入札不調によ り 、 令和８ 年４ 月の新校舎供用開始が困難と なっ た

こ と から 、 保護者や地域の方々、 学校や教育委員等の意見等を 伺い、 各面から 検討を 行っ た。 

  

２ ． 経 緯 

１ １ 月 ８ 日     桜島地域の小・ 中学校管理職への説明 

保護者等説明会  

１ １ 月 ８ 日～１ ４ 日 保護者アン ケート の実施  

１ １ 月２ ０ 日     整備検討委員会 

１ １ 月２ １ 日     教育委員会定例会 

１ １ 月２ ９ 日     東桜島小・ 中学校保護者と の意見交換会 

  １ ２ 月 ５ 日     保護者等説明会 
 

３ ． 主な意見 

 （ １ ） 整備検討委員会（ 地域住民、 保護者、 有識者等）  

   ・ ８ 年４ 月の開校を 目標に進めており 、 新校舎はでき なく ても 、 本市、 最初の義務教育学校

と し て、 多様な児童生徒の中で教育を 受ける こ と が大切である 。  

   ・ 開校が遅れる こ と で、 こ れま での熱心な取組みを 踏ま える と 、 学校統合への機運が落ちて

いく こ と を 懸念し ている 。  

   ・ 教育内容について検討する 時間が増える ので、 現状のま ま でも 良いと 思う 。  

（ ２ ） 教育委員会定例会（ 教育委員）  

 ・ 入札結果は残念だが、 教育面を考える と 、 １ つの学校で８ 年４ 月に開校する のが良いと 思う 。 

 ・ 全く 新し く ス タ ート する よ り も 、 新校舎が完成する ま でいっ たん集ま り 、 みんなで新し い

学びについて考える 期間がある のは良いと 思う 。  

 ・ 施設面等については、 万全の配慮の上で、 １ つの学校で８ 年４ 月に開校する のが良いと 思う 。 

（ ３ ） 保護者等説明会・ 意見交換会等 

・ こ れまで開校準備を進めてき ている ので、 既存の学校を使って予定通り に統合し てほし い。  

・ 義務教育学校と し て開校する こ と で多様な考えに触れら れる ので８ 年４ 月が良いと 思う 。  

・ 環境の変化が、 子ど も たち、 特に受験生である 中学３ 年生にと っ て、 ス ト レ ス になる こ

と を 心配し ている 。  

   ・ 児童生徒が安心して学校生活ができるよう に、 なじみのある先生などの配置を考慮してほし い。  

・ 新校舎完成ま で、 開校は延期する 方が、 影響が少ないので望ま し いと 思う 。  

・ 開校時期については、 集計の結果も 尊重すべき だと 思う 。  

 （ ４ ） 学校（ 桜島地域の小・ 中学校の管理職）  

・ こ れま で皆で取り 組んでき た様々な準備を 考える と 、 ８ 年４ 月の開校が適切だと 思う 。  

・ １ 年延長し た場合、複式学級等で、その制度上、未履修と なる 教科が生じ る 可能性がある 。  

・ 短期間で環境が変わる こ と は、 子ども にと って体験と も なる が、 ス ト レ ス にも なる と 思う 。  

 

４ ． 方向性 

こ れま での学校や地域の取組を 踏ま える と と も に、 児童生徒のよ り 良い教育環境の整備のた

め、 保護者や地域の方々、 教育委員の意見など 、 各面から 総合的に検討し た結果、 既存の学校

を 活用し 、 令和８ 年４ 月に義務教育学校と し て開校し たいと 考えている 。  

報告事項（ １ ） 
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市議会関係の審議等について 

  

・ 令和６ 年第４ 回市議会定例会 

 会期： １ ２ 月３ 日（ 火） ～１ ２ 月２ ０ 日（ 金）  

 〇第５ ６ 号議案 工事請負契約締結の件（ 福平小学校校舎増築その他本体工事）  

○第６ ７ 号議案 令和６ 年度鹿児島市一般会計補正予算（ 第６ 号）  

  

報告事項（ ２ ） 
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教育委員会関係の主な行事について 

 

・ はたちの集い 

日時： 令和７ 年１ 月１ ２ 日（ 日） １ １ ： ０ ０ ～１ ２ ： ４ ０  

場所： 川商ホール 第１ ホール（ 式典会場） 、 第２ ホール（ 中継会場）  

内容： オープニング、 式典、 実行委員会企画 

 

・ サンエールフ ェ ス タ ２ ０ ２ ５  

日時： 令和７ 年１ 月１ ７ 日（ 金） ～１ 月１ ９ 日（ 日）  

    （ 展示部門のみ） 令和７ 年１ 月１ ３ 日（ 月） ～１ 月１ ９ 日（ 日）  

 場所： サン エールかごし ま ・ 中央公民館 
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